
*2 通信制、短時間の習い事、塾、教室等は除く。

注） 疾病・障害、看護・介護について、申請内容によっては保育所等へ入所できる基準を満たさない場合があります。
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*1 状況に応じて、申立書の提出により産後6か月まで延長可能（在園児のみ、短時間保育）。

就学
職業訓練

学校教育法に基づく教育施設に在学、若しくは職業能力
開発促進法に基づく職業訓練を受けていること。
（*2）

標準時間

月120ｈ以上就学

短時間
月64ｈ以上120ｈ未満就学利用期間 就学期間中

8 育児休業
育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子ども
がいて継続利用が必要であること。

短時間

看護（介護）者の療養期間中

6 求職活動
求職活動を行っていること。※起業準備含む。

短時間
利用期間 最長3か月

4 看護・介護
同居の親族を常時看護（介護）していること。

申請内容により判断

利用期間

5 災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること。 標準時間

疾病・障害

保護者が疾病、負傷又は心身に障害を有しているために
児童の保育に支障があること。 申請内容により判断

利用期間 保護者の療養期間中

標準時間

月120ｈ以上就労

短時間
月64ｈ以上120ｈ未満就労利用期間 就労期間中

2 妊娠・出産
妊娠中であるか、または出産後間もないこと。

標準時間

利用期間 産前3か月、産後2か月　（*1）

◇入所条件

保護者が以下のいずれかに該当している場合、保育所等を利用することができます。

7

3

北谷町認可保育所等の利用について

◇保育所等とは・・・

　この入所案内での「保育所等」とは、北谷町内の町立保育所、認可保育所、認定こども園、小規模保
育所、事業所内保育所のことを指します。
　保護者の就労や病気等の理由により、家庭で児童を保育することができない場合に、保護者に代わっ
て保育することを目的とする児童福祉施設です。したがって、

※どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。
保護者のいずれもが家庭で児童を保育できない下記の理由に該当することが必要です。

◇入所対象児童

　北谷町に住民票を有する世帯で、０歳から小学校就学前までの保育を必要とする児童

※受入可能な月齢は施設により異なります。６ページをご覧ください。
※一斉受付期間（Ｒ5.10.10～Ｒ5.11.2）に限り、転入予定の方の申込みも受け付けますが、所定の期日ま
でに転入する必要があります。転入予定で申込み、入所が決定しても、所定の期日までに転入が確認できな
い場合には入所取消となります。

保育が必要な事由 具体的な状況 必要量認定区分

1 就労

月64時間以上就労していること。
※育児休業中の方は、入所後、１か月以内に職場復帰
が可能な方のみ申込みできます。

北谷町イメージキャラクター ちーたん



請求について

基本的に償還払いとなります。施設が発行する「領収書兼提供証明書」を添付して、

第１期(4月～6月分)→7月中　　　　　　　　　第2期(7月～9月分)→10月中

～　私立幼稚園・認定こども園（教育利用）の預かり保育をご利用の方へ　～

保育の必要性のある３歳児から５歳児まで（※1）の子どもの預かり保育料が
月額１１，３００円まで（※2）無償となります。(満３歳の町民税非課税世帯は月額16,300円)

預かり保育について、無償化の対象となるためには
事前に市町村から保育の必要性の認定（施設等利用給付認定）を受ける必要があります。

２　提出書類

　(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書（現況届）(法第30条の4第2号・第3号)

　(2)保育の必要性を証明する書類（就労証明書等）

※1　3歳になった日以後最初の4月1日以降から小学校就学前までの子ども
※2　利用日数に応じて上限額は変動します（１日あたりの上限額は450円です）。

令和元年１０月より、幼児教育・保育の無償化がはじまりました。

施設等利用給付認定　申請手続について

１　手続き先

　北谷町　子ども家庭課　こども園係　※郵送不可

※公立幼稚園・未移行幼稚園の預かり保育をご利用の方は、学校教育課（内線5221）
までお問合せください。

2

施設等利用費請求書を四半期ごとに提出してください。

第3期(10～12月分)→翌1月中　　　　　　　　第4期(1月～3月分)→4月

※法定代理受領の場合、請求の必要はありません。

保育短時間 月64時間以上120時間未満　※パートタイム労働を想定 最長8時間 求職活動、育児休業等

※月120時間に満たないものの、常態として施設利用時間を超えて施設利用せざるを得ない場合、申
請により「保育短時間」から「保育標準時間」に変更できる場合があります。子ども家庭課までご相
談ください。認定内容によっては、必ずしも変更できるとは限りませんので、ご了承ください。

保育標準時間 月120時間以上　※両親のフルタイム労働を想定 最長11時間 就労、妊娠・出産等

3号認定 満3歳未満

説明 保育時間 備考

保護者の状況を客観的に確認し、保育利用時間を「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれか
に認定します。

利用区分

◇保育の必要性と利用区分

保育所等の利用を希望する方は、市町村へ申請し保育所等利用のための認定を受ける必要があります。

�　子どものための教育・保育給付認定　�

認定区分 年齢 利用先

1号認定 幼稚園等での教育を希望する場合 満3歳以上 幼稚園、認定こども園

2号認定
「保育が必要な事由」に該当
し、保育を希望する方

満3歳以上
保育所、認定こども園、小規模保育所、事業
所内保育所



～　保護者の皆さまへ　～

3

支給認定

保育を必要とする事由に
該当しない等で、認定で
きない場合には「認定却
下通知書」を送付しま
す。

支給認定証送付：★令和６年２月上旬～
北谷町が保育の必要性の「認定」を行う。
「支給認定証」が交付されます。
※一斉受付の際は、認定事務が集中し審査等に時間を要するため、令和5年２月上

旬頃に送付します。

※支給認定証は保育の必要性を認定するものであり、入所
をお約束するものではありません。
※書類審査、電話や訪問等により申込内容を確認します。
※申込内容に虚偽がある場合、申込は無効です。

⇨

保育所等で面談

（新規のみ）面談等の事前手続きがあります。
※所定の日までに面談を受けない場合、入所取消となります。

保育所の利用開始

１次選考：★令和６年１月下旬　２次選考以降：★令和６年２月中旬～随時
北谷町が利用希望者の保育の必要性や保育所等の状況により「入所選考」を行います。

入所選考については、保育の必要性が高い順に利用施設を決定しております。また、各年齢ごとで保育
所等の利用定員を超える申込があった場合には待機となることがありますのでご了承ください。

入所選考

利用決定者が辞退した場
合等、定員に空きが出た
場合に、待機されている
方のなかから保育の必要
性の高い順に随時ご案内
します。

※施設の希望順位に変更等があ
る方は、再度「保育所等希望範
囲シート」を提出してくださ
い。

◇令和６年４月１日入所までのながれ　　　※★は、一斉受付の際の目安を記載。

「給付認定申請書（現況届）・保育所等利用申込書」の提出　提出先：子ども家庭課
★令和５年１０月１０日～１１月２日

例：勤務先・勤務状況の変更、退職（求職活動）、妊娠・出産、産休・育児休業の取
得、児童扶養手当の受給開始・停止など。

入所承諾 入所保留

１次選考：★令和６年２月上旬～
２次選考以降：★令和６年２月下旬～随時
「保育利用決定通知」「保育料決定通知書」を送付します。

※入所を辞退する場合、速やかに子ども家庭課に「辞退届」を提出
してください。次に待機されている方をご案内します。
※きょうだいが異なる保育所に決定した等、転園を希望する場合には、
「異動届」を提出することができます。受理後、次の入所選考から反映し
ますので、異動を希望する方は早めに提出してください。
※申込時の状況と入所決定時の状況が変わっていた場合は、入所取消とな
る場合があります。例：勤務時間が短くなった、退職した等

★令和６年２月上旬～
「入所保留通知書」を送
付します。

待機

　世帯の状況が変わったとき、申込時と申請内容に変更があった場合
は、子ども家庭課へ必要書類の提出及び連絡をして下さい。

北谷町イメージキャラクター ちーたん



4

入所希望月の前月１０日までに、子ども家庭課へ提出してください。

入所選考

「保育利用決定通知」「保育料決定通知書」を送付いたしま
す。

待機

退所等により、定員に空
きが出た場合に、選考対
象となり、待機されてい
る方のなかから保育の必
要性の高い順に随時ご案
内します。

※先着順ではありません。順位
は常に変動しますので、あらか
じめご了承ください。

　世帯の状況が変わったとき、申込時と申請内容に変更があった場合
は、子ども家庭課へ必要書類の提出及び連絡をして下さい。

例：勤務先・勤務状況の変更、退職（求職活動）、妊娠・出産、産休・育児休業の取
得、児童扶養手当の受給開始・停止など。

～　保護者の皆さまへ　～

入所選考については、保育の必要性が高い順に利用施設を決定しております。また、各年齢ごとで保育
所等の利用定員を超える申込があった場合には待機となることがありますのでご了承ください。

★毎月中旬～下旬
内定者には、お電話にてご連絡いたします。
保育所を辞退される場合、早めに子ども家庭課にご連絡くださ
い。次に待機されている方をご案内します。

※育児休業中の方は、入所後１か月以内に職場復帰が必要です。
※申込時の状況と入所決定時の状況が変わっていた場合は、入所取消とな
る場合があります。例：勤務時間が短くなった、退職した等

★毎月中旬～下旬
新規で入所待ちとなる方
に対し、「入所保留通知
書」を送付します。

保育所等で面談

面談等の事前手続きがあります。
※所定の日までに面談を受けない場合、入所取消となります。

保育所の利用開始

★毎月中旬
北谷町が利用希望者の保育の必要性や保育所等の状況により「入所選考」を行います。
定員に空きがない場合、入所選考が行われない月もあります。

内定 入所保留

◇年度途中における、保育所等入所申込について

「給付認定申請書（現況届）・保育所等利用申込書」の提出

支給認定

保育を必要とする事由に
該当しない等で、認定で
きない場合には「認定却
下通知書」を送付しま
す。

北谷町が保育の必要性の「認定」を行う。
「支給認定証」が交付されます。

※支給認定証は保育の必要性を認定するものであり、入所
をお約束するものではありません。
※書類審査、電話や訪問等により申込内容を確認します。
※申込内容に虚偽がある場合、申込は無効です。

⇨
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①謝苅保育所

☎936-2430

②上勢保育所

☎936-3440

③美浜保育所

☎936-4790

④愛育保育園

☎936-2959

⑤ファミリー保育園

☎983-7472

⑥絆保育園

☎926-3600

⑦アスク北谷保育園

☎926-1000

⑧つぼみっ子保育園

☎936-4542

⑨子どもの森保育園

☎936-4503

⑩ひだまり認定こども園

☎936-8084

⑪中央保育園

☎936-1628

⑫つぼみ園

☎989-7520

☎979-7800

⑭アイビス北谷保育園（体調不良児対応型）

⑯もりのなかま保育園　桑江園

⑰うみそら保育園

☎936-6284

⑱あいの実保育園

☎936-2959

吉原26番地1
90人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

所在地
利用定員

(R5.4時点）
利用年齢

上段：保育標準時間

下段：保育短時間

美浜1丁目2番地7
60人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

上勢頭622番地1
90人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

美浜15番地77
100人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

浜川117番地3
124人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

8時～16時

宮城1番地563
60人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

吉原716番地2
100人 6ヶ月～5歳

7時～18時

8時～16時

伊平２丁目５番１号
80人 2ヶ月～5歳

7時～18時

7時30分～18時30分

8時～16時

桑江364番地6
15人 6ヶ月～2歳

7時30分～18時30分

7時30分～18時30分

8時30分～16時30分

桃原3番地8
2号、3号
110人

6ヶ月～5歳
7時～18時

8時～16時

北前1丁目13番地4
70人 6ヶ月～5歳

5

◇令和6年度保育所等施設一覧

満3歳以上で、教育希望のお子さんが対象です。詳細については、施設にお問合せくだ
さい。定員：35名、利用年齢3歳～5歳、利用時間8時～14時

種別

町
立

認
可
私
立

認
定
こ
ど
も
園

浜川117番地3
※愛育保育園内 11人 6ヶ月～2歳

7時～18時

8時～16時

吉原276番地1
※白川園・陽明園敷
地内

19人 4ヶ月～2歳
7時～18時

8時～16時

4ヶ月～2歳
7時30分～18時30分

8時30分～16時30分

8時30分～16時30分

宮城1番地346
11人 6ヶ月～2歳

桑江328番地4
19人

★

★

★

保育時間は、施設により異なりますのでご確認ください。

日曜、祝祭日、振替休日、慰霊の日、年末年始（12/29～1/3）はお休みです。

定員と保育時間については、変更になる可能性があります。

土曜日については、就労状況等により施設から家庭保育の協力依頼がある可能性があります。

★

事
業
所
内
保
育
事
業

★ひだまり認定こども園1号の利用について

施設名

⑬リトルマザーグース保育園

吉原464番地4
19人 3ヶ月～2歳

７時～18時

決められた利用区分での保育時間以外に利用する場合、延長保育料が発生します。
延長保育料については、各施設にお問合せください。

3ヶ月～2歳

3ヶ月～2歳

8時～16時

7時30分～18時30分

8時30分～16時30分

7時30分～18時30分

8時30分～16時30分

小
規
模
保
育
事
業

☎989-3808

⑮サルビア保育園

☎989-5856

☎923-3489

伊平1丁目14番22号

桑江1丁目2番19号

19人

19人



年度途中で誕生日を迎えても、変更となりません。

階層 定義 世帯区分
年齢
制限

軽減割合

０歳児～２歳児クラス　北谷町保育料基準額表

◇保育料の算定について

� 保育料の年齢は、令和６年４月１日現在の満年齢で算定します。

保育料の算定は、父母の「市町村民税所得割課税額」で決定されます。

※保護者の収入が生活保護基準額に満たない場合は、同居者（児童の祖父母等）の
税額を含めて算定します。

※所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付控除、電子証明書等、特別控除額、配
当控除、外国税額控除を適用する前の税額です。

1 生活保護世帯 全員 0

なし

2Ａ 市町村民税
非課税世帯

ひとり親世帯等 0

2Ｂ 上記以外 0

3Ａ
市町村民税

均等割のみ課税世帯

ひとり親世帯等 5,500 第２子以降無料

3Ｂ 上記以外 12,000
第2子半額

第3子以降無料

4Ａ

第2子半額
第3子以降無料

97,000円未満

あり
第2子半額

第3子以降無料

6 169,000円未満

8 397,000円未満 全員 41,000

9 397,000円以上 全員 50,000

全員 33,000

7 301,000円未満 全員 39,000

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

48,600円未満

ひとり親世帯等 7,500

4Ｂ 上記以外 16,000

5Ａ 77,101円未満 ひとり親世帯等 9,000

5Ｂ
57,700円未満

上記以外 24,000

� 切り替え時期 � 　毎年９月が保育料の切り替え時期となります。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

（例）ひとり親世帯となった場合、婚姻した場合、児童扶養手当が認定・停止・廃止された場合、
生活保護の開始・停止・廃止となった場合、世帯員の転入・転出があった場合など

6

10月 11月 12月 1月 2月 3月

当年度（令和６年度）の市町村民税額に基づく算定

★Ｒ６.1.1時点、北谷町外にお住まいの方
→令和６年度所得課税証明書
★軍人・軍属の方
→2023Ｗ-2（Wage and Tax Statement)
を提出お願いします。

前年度（令和５年度）の市町村民税額に
基づく算定

★Ｒ５.1.1時点、北谷町外にお住まいの
方→令和5年度所得課税証明書
★軍人・軍属の方
→2022Ｗ-2（Wage and Tax
Statement)
を提出お願いします。

※未申告の方および上記書類の未提出の方は正しい保育料の算定ができないため、最高額（第9階
層）で保育料を算定します。

※世帯の状況が変更になった場合、保育料が変更となる場合がありますので、必ずご連絡ください。

★所得課税証明書については、マイナンバーにより書類の提出を省略することができます。

23,600

32,400

38,100

39,800

48,400

0

0

0

5,400

11,800

7,400

15,800

0
9,000
9,000

9,000
9,000

9,000

北谷町保育料（円）

保育標準時間

北谷町保育料（円）

保育短時間

国保育料（円）
上段：保育標準時間

下段：保育短時間
0

19,300

0
0
0
0

8,900

第２子以降無料

第2子半額
第3子以降無料

第２子以降無料

60,100
80,000
78,800

104,000
102,400

19,500

19,300

19,500

30,000

29,600

9,000

44,500
43,900
61,000

3歳児から5歳

児までの保育

料は０円です。



※ 別居している子どもを算定の対象に含めるには、別途戸籍謄本、住民票の提出が必要で
す。

① 教育・保育給付認定保護者に監護される者：教育・保育給付認定保護者が現に監護する

② 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者：未成年であったときに、教育・保育給
付認定保護者が監護していた者。

未成年者。
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(1) ひとり親世帯等

階層：3Ａ、4Ａ、5Ａ

軽減割合：第２子以降無料

(2) ひとり親世帯等以外

階層：3Ｂ、4Ｂ、5Ｂの一部（市町村民税所得割額57,700円未満）

軽減割合：第２子半額　、第３子以降無料

（母子世帯、父子世帯、在宅障害児（者）のいる世帯）

→教育・保育給付認定保護者が再婚することにより、新たに青年の子を持つに至った場
合や、教育・保育給付認定保護者が成年者を新たに養子を迎えた場合などを想定してい
ます。

→教育・保育給付認定保護者に係る子どもが成長し、青年に達した場合を想定していま
す。

③ 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属：青年に達したのちに、教育・保
育給付認定保護者と生計を一つにして直系卑属になった者（前記①、②に該当しない
者）。

　特定被監護者等とは　

教育・保育給付認定保護者と生計を一つにする子どものことで、次のいずれかに該
当する場合が対象となります。「生計を一つにする」場合には、子どもが別居して
いる場合も含まれます。

�

◇保育料の軽減について

� �

保育所等に在園中で、同一世帯の就学前児童（1号認定については3歳～小学校3年生まで
の範囲内）が保育所等や幼稚園、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部等に入園して
いる場合、多子軽減として第2子は半額、第3子以降は無料になります。

きょうだい児入園による軽減

第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限が撤廃されました。教育・保育
給付認定保護者に監護される者（特定被監護者等）が2人以上いる場合に対象となり、以下
のとおり軽減されます。

※ 保育所等や北谷町立幼稚園にのみ在園している場合は、届出の必要はありません。

※ 町外の私立幼稚園、企業主導型保育事業、特別支援保育幼稚部などに在園している場合
は、「在園証明書」の提出が必要です。

年収約360万円未満相当世帯への軽減 �
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� 町立保育所・認可私立保育所の保育料

口座振替 　振替日：毎月15日（※土日祝日の場合は、翌営業日）

取扱金融機関：沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合

原則、口座振替での納付となります。入所決定後、口座登録をお願いします。

�Pay-easy(ペイジー）口座振替受付サービスについて�　（※農協を除く。）

キャッシュカードを利用して、口座振替のお申込みが役場窓口で簡単にできるサービスです。

キャッシュカードをご持参のうえ、子ども家庭課までお越しください。

� 直接、金融機関窓口でもご登録できます。（通帳の届出印が必要です。）

納付書払 　納付期限：毎月15日（※土日祝日の場合は、翌営業日）

納付場所：役場内銀行、金融機関窓口（ゆうちょ銀行除く）、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

対象施設

◇保育料の納入について

～　保護者の皆さまへ　～

事業所内保育事業

・うみそら保育園

・あいの実保育園

　保育料（保護者負担金）は、保育所等の運営に必要な大切な財源です。

　正当な理由無く滞納した場合は、保育所等の利用継続ができなくなる場合
があります。

　大切なお子さんの安心、安全な保育のために納期限内に納付をお願いしま
す。

毎月の保育料は、直接、施設へのお支払いとなります。

� 納付書は、月はじめに施設を通して届きます。

� 認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業の保育料

次の保育施設へ入所する児童の保育料は、施設で徴収することとなっております。

・ひだまり認定こども園　

小規模保育事業　

・中央保育園　・つぼみ園　・サルビア保育園

・リトルマザーグース保育園

・アイビス北谷保育園　・もりのなかま保育園　

詳しい納付方法

は、各施設へお問

合せください。
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　３歳から５歳までのお子さまは、給食費（主食費＋副食費）の実費
徴収があります。
「徴収金額」「徴収方法」　は、
施設ごとに異なりますので、直接、各施設にお問合せ下さい。

副食費の免除対象の方には、北谷町子ども家庭課より通知が届きます。

� 主食費と副食費について

「主食費」・・・お米、麺、パン　など

～　保護者の皆さまへ　～

　給食費については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。
このため、保育所を利用する保護者も、家庭で子育てを行う保護者と同様に、費用を負担すること
が原則となります。
　正当な理由無く滞納した場合は、保育所等の利用継続ができなくなる場合があります。

年収約360万円未満 年齢に関わらず、世帯の子どもの数による

年収約360万円以上
3歳～小学校3年生までの　　　　　　

　　　　子どもの人数による
3歳～小学校就学前までの　　　　　　

　子どもの人数による

(2) 第3子以降の子どもの副食費

57,700円未満
（ひとり親世帯等は77,101円未満）

※子のカウント方法については、保育料の多子軽減と同様です。

つぼみっ子保育園

ファミリー保育園

保育所名

市町村民税所得割額 77,101円未満

アスク北谷保育園

徴収方法、納付期限等は施設によ
り異なりますので、詳しくは直接
各施設にお問合せください。

納付方法

口座振替、納付書

4,500円

6,000円

5,500円～6,500円

5,500円

4,500円

副食費金額

２号認定1号認定

参考　～　保育所別　副食費一覧表　～

公立保育所（謝苅・上勢・美浜）

愛育保育園

次の（１）、（２）に該当する方は、副食費が免除になります。

(1) 年収360万未満相当世帯の副食費

1号認定 ２号認定

階層 1階層、2階層、3階層
1階層、2階層、3階層、

4階層、5階層の一部

（令和５年9月時点）

◇《　３歳児から５歳児　》給食費の実費徴収について

� 副食費の免除について

「副食費」・・・おかず、おやつ、ミルク　など

令和元年９月まで、副食費（おかず、おやつなどに係る費用）については、保育料の一部として
お支払いいただいておりましたが、保育料の無償化が始まる令和元年１０月以降は、各施設によ
る実費徴収となります。

北谷町内の保育所・認定こども園に通う２号認定の方の主食費について
は、北谷町が各施設に対し、補助を行うことで保護者の負担を軽減してい
ます。（※手続きは不要です。）

4,500円

6,000円

6,000円

子どもの森保育園

ひだまり認定こども園

絆保育園

北谷町イメージキャラクター ちーたん

０歳児から２歳児の副食費

については、無償化後も引

き続き保育料の一部として

徴収されます。
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初回は、医師の診察後、または診療情報提供書の提出後に利用していただきます。保育中は看護師・
保育士の２人体制でケアします。
北谷町在住の方は、１日１，５００円です。（食事代込み、初診料・治療費・薬代は別料金です。）

やびく産婦人科・小児科
北谷町字砂辺306番地　☎936-6789

受付時間　月～土　9時～18時

� 地域子育て支援センターについて

子育て家庭に対して、安心して楽しく子育てができるよう情報交換や相談等を行ったり、親子一緒に
自由に遊べる場所を提供する施設です。（※お子さんをお預かりする施設ではありません。）
基本的に予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

○ 北谷町謝苅保育所子育て支援センター（謝苅保育所　外階段２階）

○ ひだまりの里（絆保育園　４Ｆ）

� 病児・病後児保育事業【料金制】

軽症の病気や病後の子どもを、保護者に代わって、医療機関で保育します。
保育中に医療的ケアが必要になった場合は、医師の診察に従って、必要なケアを行います。利用につ
いては、事前に子ども家庭課にて手続きを行うことができます。
緊急の場合は、直接実施施設にて手続きを行うことができます。
利用料の免除手続きは、事前申請となっておりますので、子ども家庭課にて手続きを行ってくださ
い。

利用料金 謝苅保育所、上勢保育所：1日 1,500円／半日 750円

アイビス北谷保育園　　：1日 2,500円／半日 1,500円

※一時保育とは、次の理由で家庭における保育が困難な乳幼児の保育を行う制度です。

①緊急的保育：保護者の疾病等により緊急又は一時的に保育を必要とする児童(月15日間利用可能)

②私的理由による保育：保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を軽減するため保育を必要とする

　児童(謝苅・上勢は週1日、アイビスは週3日の利用で3ヶ月継続可)

～空き状況等については、直接、施設へお問合せください。～

◇北谷町特別支援保育について

　北谷町の保育施設では、障がいや発達の遅れなどがあるお子さんの発達状況を踏まえながら、集団生活
の中での成長を支援していく特別支援保育を行っています。
（集団保育が可能かどうかを確認し、適さない場合には保育所等を利用できませんのでご了承ください。）

� 対象児童

・身体障害者手帳の交付を受けている児童
・療育手帳の交付を受けている児童
・特別児童扶養手当等の支給を受けている児童
（所得により手当の支給を停止されている場合も含む。）
・上記と同様の診断を医療機関、児童相談所等から受けた児童。
・その他、発育や発達の遅れがあり特別な支援が必要と認められる児童。

� 一時保育事業【料金制】

実施施設 謝苅保育所、上勢保育所、アイビス北谷保育園

� 保育内容

　保育はそれぞれのお子さんの発達状況に応じて、集団保育を行います。
　保育所には、特別支援を担当する保育士を配置します。お子さんの状況に応じて、おお
むね対象のお子さん３人に対して保育士１人の配置となります。
　 ～詳細につきましては、子ども家庭課までお問合せください。～

◇その他の保育事業について



平成30年（2018年）4月2日

令和５年（2023年）4月1日

令和４年（2022年）4月1日

令和３年（2021年）4月1日

令和２年（2020年）4月1日

平成31年（2019年）4月1日～

～

～

～

～
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□

5歳児

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

④令和６年４月入所選考に関して、希望施設・希望順位の変更及び就労証明書等の追加提出、差替

等は、令和５年１２月８日（金）まで可能です。
　子ども家庭課までお越しください。（※電話での変更はできません。）
　それ以降提出分は、２次選考以降に反映します。

選考方法及び入所決定について
①受入人数は、面積、保育士数等により決まります。退所等により空きがでた場合に選考を行いま
すので、希望する月に必ず入所できるとは限りません。

②入所選考は、申込の先着順ではなく、在園児で同一施設へ継続入所希望の方を最優先とし、その
後、転園希望者・新規申込者の方を書類審査により保育の必要性の高い順に行います。また、保育
所等入所後にも、電話等により勤務等の状況確認があります。

③保育所入所決定後でも、申込書や添付書類等に虚偽がある場合には、入所取消や認定取消の対象
となる場合があります。

保育所等入所に関して

②保育所を辞退される場合、速やかに子ども家庭課へ辞退届を提出して下さい。次に待機されてい
る方をご案内します。

③世帯の状況が変わったとき、入所申込時と内容に変更があった場合は、子ども家庭課へ必
要書類の提出及び連絡をして下さい。
　万が一、提出及び連絡がなく、そのことが判明した場合、就業等をしていても退所となる場合が
あります。
　例：勤務先、勤務状況の変更、退職（求職活動）、妊娠・出産、育児休業の取得、児童扶養手当の支給開始及び停止等

★参考★令和6年度の年齢別クラスは次のとおりです。

④２週間以上欠席する場合、欠席届を提出してください。１か月以上欠席する場合、保育を
必要とする要件に該当しない等として、退所となります。※欠席期間中も保育料は発生します。

⑤退所する場合には、退所希望月の２週間前までに退所届を提出して下さい。次に待機されて
いる方をご案内します。

①求職活動での入所可能期間は、３か月となっています。期間が満了する月の２５日までに就労
証明書等の書類を提出してください。（※１年につき、３か月まで）

②就労を理由として入所し、育児休業を取得された場合の入所期間は産休期間（出産日から２か月
間）に加え、その後の育児休業期間（最高２年）までとなります。※復帰予定日が変更になる場合
は、ご連絡ください。
③保育所入所後に北谷町外に転出、または居住の実態が町外にあると判明した場合は退所となりま
す。（転出の場合、転出日の月末までは利用可能です）

届出に関して

①入所決定後に転園を希望する場合、異動届を提出することができます。子ども家庭課までお越し
ください。
　異動希望施設に空きがでた場合に、保育の必要性の高い順に随時案内しますので、必ず異動でき
るとは限りません。

必ず　ご確認ください
保育所等入所申込みについて

①令和５年度の申込みをしている方でも、令和６年４月からの入所を希望する方は、新たに申込み
が必要です。

②必要書類の提出がない場合には、選考の対象となりません。また、不備がある場合には受付
できません。
③現在、育児休業中の方が新規でお申込みをする場合、入所後１か月以内に職場復帰できる
方がお申込みの対象です。

3歳児

4歳児

クラス 生年月日

0歳児

2歳児

1歳児

令和５年（2023年）4月2日 令和６年（2024年）4月1日

令和４年（2022年）4月2日

令和３年（2021年）4月2日

令和２年（2020年）4月2日

平成31年（2019年）4月2日

～


